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Ⅰ 目的 

 

平成２２年度に策定した「函館市教育委員会特定事業主後期行動計画」について，計画に

定めた取り組みの着実な実施に役立てるため，平成２２年度の実施状況を報告します。 

 

Ⅱ 実施状況 

 

ＡＡＡＡ    事務局職員の取組み事務局職員の取組み事務局職員の取組み事務局職員の取組み    

１ 職員の勤務状況に関する取組み 

（１）父親の育児への参加促進 

   ① 市長部局と同様に，平成２２年度から，子の出生の日および産後８週間の期間内

（５７日間）に，最初の育児休業をした男性職員について，特別な事情がなくても，

再び育児休業をすることができることとしています。  

 

（２）育児休業等を取得しやすい環境の整備 

【育児休業の取得率の実績】目標値：平成２６年度末までに男性５％ 

区分 Ｈ２２実績  

男性 １４ ％  

女性 １００ ％  

① 市長部局と同様に，育児休業等の制度に関し，育児休業等の対象職員の範囲

を拡大し，配偶者の育児休業の取得の有無や就業の有無等の状況にかかわりな

く，育児休業または部分休業をすることができることとしています。 

② 「教育委員会職員の仕事と育児・介護の両立支援制度の活用の指針」および

「育児支援制度Ｑ＆Ａ」を平成２２年度に策定し，教育委員会各所属・各市立

学校へ周知を図りました。 

③ 市長部局と同様に，平成２２年度から育児を行う職員の深夜勤務および時間

外勤務の制限を請求できることとしています。 

④ 産前産後休暇および育児休業中の職員の代替措置として，臨時職員を配置す

ることとしています。 

 

（３）超過勤務の削減 

【時間外勤務の実績】目標値：１年間の超過勤務時間数の上限目安時間３６０時間 

区 分 Ｈ２２実績 

３６０時間超の職員数 １  人 

１人当たりの平均時間数 ３４．５ 時間 



① 平成１７年４月から毎年策定されている「時間外・休日勤務の縮減に関する

指針」に基づき，管理職職員による業務のマネジメントの徹底等を図り，時間

外勤務等の縮減に取り組んでいます。 

     ② 毎週水曜日の全庁一斉定時退庁日には，職員へ定時退庁を促しています。 

 

 （４）休暇の取得の促進 

【有給休暇の取得実績】目標値：職員１人当たりの平均年次有給休暇取得日数 １５日  

区 分 Ｈ２２実績 

１５日以上取得職員の割合 ４７．３ ％ 

１人当たりの平均取得日数 １５．１ 日 

① 夏期の特別休暇については，「使用計画表」に基づく計画的な取得について，

職員への周知を図っています。 

   

（５）その他 

  ① 市長部局と同様に，育児または介護を行う職員の早出勤務の試行の対象職員につ

いて，配偶者が就業していない場合等も対象となるよう，平成２２年度から範囲を

拡大して実施しています。 

  ② 市長部局と同様に，子の看護のための特別休暇について，平成２２年度に取得要

件を拡大し，子が予防接種や健康診断を受診するための付添いの場合も取得できる

ほか，日数についても，子が１人の場合は年度で５日，２人以上の場合は年度で 10

日まで取得できることとしています。 

 

２ 固定的な性別役割分担意識の是正のための取組み 

 職員に対し，性別役割分担意識の是正について意識啓発を図っています。 

   

３ その他の子育て支援に関する取組み 

   平成２２年度に開館した箱館奉行所には，館内と別棟の休憩所の多目的トイレ内にオ

ムツ交換台を設置しています。 

    

    

ＢＢＢＢ    教教教教職員の取組み職員の取組み職員の取組み職員の取組み    

１ 職員の勤務状況に関する取組み 

 （１）父親の育児への参加促進 

   ① 平成２２年度から，子の出生の日および産後８週間の期間内（５７日間）に，最

初の育児休業をした男性職員について，特別の事情がなくても，再び育児休業をす

ることができることとしています。 

 

 （２）育児休業等を取得しやすい環境の整備 

 

 



【育児休業の取得率の実績】目標値：男性１０％ 

区分 Ｈ２２実績 

男性 ７ ％ 

女性 １００ ％ 

① 産前産後休暇および育児休業中の職員の代替措置として，期限付教員を配置する

こととしています。 

② 平成２２年度から，育児休業等の対象学校職員の範囲を拡大し，配偶者が育児休

業をしている場合などでも，育児休業，部分休業および育児短時間勤務の取得を可

能とし，また，再度の育児休業取得要件および１年以内に再度育児短時間勤務を取

得する際の要件も緩和しています。 

 

 （３）休暇の取得の促進 

【有給休暇の取得実績】目標値：職員１人当たりの平均年次有給休暇取得日数 １３日  

区 分 Ｈ２２実績 

１３日以上取得した職員の割合 ４０．４ ％ 

１人当たりの平均取得日数 １１．５ 日 

 

（４）その他 

  ① 平成２２年度から，育児にかかる早出遅出勤務の取得要件を拡大するとともに，

時間外勤務の制限を強化しています。 

② 小学校就学始期に達するまでの子を養育する場合，平成２２年度からは配偶者の

状況にかかわりなく休憩時間の短縮を申し出ることができるよう，要件を緩和して

います。 

③ 平成２２年度から，子の看護休暇について，子が予防接種や健康診断を受診する

ための付添いの場合も取得できるようにしたほか，日数についても，中学校就学の

始期に達するまでの子が２人以上の場合には１０日まで取得できるよう拡大してい

ます。 


